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園内金融の改変
一一国内cp，新財形，新少額貯蓄等非課税，その他

(昭和62年6月~昭和63年8月〉一一

まえがき

I 国内CP市場

E 新勤労者財産形成促進制度

E 新少額貯蓄，新郵便貯金，新少額公債利子

まえがき

拙著『金融の基礎論』を脱稿(昭和62年2

月〉してから 1年数カ月のあいだに，いわゆ

る「金融の自由化・国際化」の推進， I税制

改革」ということなどによって，新い、制度

が導入され，既存の制度が廃止され，また制

度の改正が行われて，国内金融の諸制度，諸

取引は，改変されてきている。

そこで，これらの改変のうち圏内金融の基

礎的な制度，取引であり，また『金融の基礎

論』の叙述と関連するものについて整理して

おくことにする。

I 圏内CP市場

昭和62年11月2日付の大蔵省銀行局長通達

「国内で発行されるコマーシャル・ペーパー

の取扱いについてJ (蔵銀第2825号〉および

証券局長通達「証券会社による国内で発行さ

れるコマーシャル・ペーパーの取扱いについ

てJ(蔵証第1830号〉によって11月20日から

圏内で発行されるコマーシャル・ペーパー

(国内CP)の取扱いが開始され，短期金融

市場のーっとして国内CP市場が創設された。

C P (Commercial Paper)とは，企業等

が無担保で，短期の資金を調達するために市

場において発行するものであり，アメリカに

おいては，古くから企業等の短期の資金調達

小林威雄

非課税制度

W CD， MMC，大口定期預金，円建BAにつ

いての一部改正

V 相互銀行の普通銀行への転換

手段として用いられているものである。そし

て，最近では，ユーロ市場においても CPが

発行されるようになり，さらにフランス，オ

ランダ，イギリスなどにおいても CP市場が

創設されている。しかし， C Pの法的性格，

期間，発行方法，市場への参加者(発行者，

取扱業者，投資家〉などは，それぞれの国に

よって異なっている。

ここでは，わが国における Cp，圏内CP

市場について概観しておくことにする。

1. 国内CP

国内CPは，通達において次のように定義

されている。

「本通達において， I国内CP Jとは，優良

企業が機関投資家等から無担保で短期の資金

調達を行うための手段として国内で発行する

約束手形で，次のすべての要件を満たすもの

をL、う。

(1) 期間は 1カ月以上 6カ月以内

(2) 付利方式は割引方式

(3) 額面は 1億円以上」

(イ) 国内CPの法的性格

国内CPの法的性格は約束手形とされてい

る。しかし，この約束手形は，商取引におい

て振り出される商業手形としての約束手形で

はなしまた手形貸付において借り手が金融

機関あてに振り出す約束手形でもなく，優良

企業が不特定多数の機関投資家等から短期の
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資金を調達する手段として振り出し，発行す

る約束手形である。したがって，国内むPは，

法的性格としては約束手形qであるが，その経

済的機能の面からみれば，短期の社債として

の性格をもっている。

このように， C Pは，短期の社債としての

性格をもっているのであるが，なぜ法的性格

として約束手形であると位置づけたのであろ

うか。

一つは， 1国内CP市場の創設は喫緊の課

題であり，できうる限り早期lニその創設を図

るという観点からは，まず，現行法制の枠内

で最大限の工夫を行うことが適当JC~銀行局

金融年報』昭和62年版， 25ページ〉であると

考えられたからである。 CPを短期の社債と

位置づけると，現行 r商法」により，その発

行のつど取締役会の決議(第296条〉が必要

であり，また社債発行限度(第297条)，再募

集の制限(第 298条〉があり，さらに「証券

取引法」により 1億円以上の募集については，

有価証券届出書を大蔵大臣に提出する〔第4

条第1項〉とともに目論見書を作成，投資家

に提供しなければならない(第13条〉などの

ことから，発行手続が煩閣で機動的な短期の

資金調達手段としては難があるので，現行法

制の枠内において，約束手形としてCPを位

置づけた与されている。

もう一つは， CPを短期の社債と位置づけ

ると， 1証券取引法」第65条により，金融機

関はCPの引受，販売の業務を行うことがで

きなくなる， という事情もあったと考えられ

る。

いずれにしても， 1早期に国内CP市場を

創設するとLづ観点から，現行法制の枠内

で」機動的に弾力的に発行することが可能で

あるものとして，国内CPは，約束手形であ

るとされたのである。

(ロ) 期間

最短期間については，譲渡性預金 CCD) 
の最短預入期間(昭和63年4月に 2週間以上

と改正されている〉とのバランス等から 1ヵ

月以上とされ，最長期間については，社債と

の区別を明確にする必要がある， ということ

から 6ヵ月以内とされた。

け付利方式

国内CPは，企業の短期資金の調達手段で

あることから確定日払式の約束手形とし，確

定日払いの手形の付利方式は， 1手形法」上，

割引方式となる CI手形法」第5条第1項，

第77条第2項〉とL、うことによっている。

や) 額面

国内 CPの販売対象者は，あとでのべるよ

うに， 1金融市場の動向等に精通した機関投

資家等」であること，および自由金利大口定

期預金の最低預入単位やCDの最低発行単位

G、ずれも昭和63年4月に 5千万円以上と改

正されている〉とのバランスを考慮して最低

額面は 1億円以上とされた。

2. 国内CP市場

(a) 発行者

以上のように，国内CPは，無担保で，か

っ「証券取引法」上の目論見書の投資家への

開示，いわゆるディスクロージャーを課され

ないものであることから，信用秩序の維持，

投資家の保護などの観点から発行適格企業を

一定の優良企業にかぎり，また発行に際して，

原則としてパックアップラインの設定または

金融機関の保証を必要とすることになってい

る。

まず，発行適格企業については，上場企業

のうち，無担保普通社債発行適格企業と一般

担保付社債発行企業(電力会社， 日本電信電

話会社，国際電信電話会社〉とされている。

パックアップラインとは， C Pの償還の資

金を確保するために設定される金融機関から

の短期借入予約契約のことである。

このように，国内CPの発行に際しては，

パックアップラインの設定または金融機関の

保証を必要とするが，一定の基準を充足して

し、る企業については，パックアップラインの
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設定等を任意としている。このバッグアップ

ラインの設定等を任意とする企業の基準は，

(1) わが国の資本市場において発行する無担

保，無保証の社債について，①格付機関のA

AAの格付を得ている企業，①格付機関のA

Aの格付を得ており，純資産3千億円以上の

企業，①純資産および当座資産がそれぞれ2

千億円以上で，流動比率(流動資産と流動負

債の比率〕が 100%以上，当座比率(当座資

産と当座負債の比率〉が 80%以上の企業，

(2) 一般担保付社債発行企業で上場している

企業とされている。なお，これらの発行適格

企業およひやパックアップライン等の設定に関

する枠組みについては，格付機関の体制整備

の状況を踏まえ，将来， c p発行についての

格付制度の導入が考えられている。

以上が国内CPの発行適格企業の概要であ

るが，銀行，保険会社，貸金業者，信販会社，

証券会社等の金融関連会社のCP発行につい

ては，当面行わないこととしている。

(b) 取扱業者

CPの発行方法には， c pの発行者が独自

のCP販売網をもっており，ディラーを通さ

ないで直接CPを発行する直接発行とディラ

ーを通して CPを発行する間接発行とがある

が，わが国のCPの発行方法は，間接発行の

みにかぎられている。

まえにのべたように，国内CPは，法的性

格としては約束手形であるが，一方では証券

としての性格をもちつつ，他方では短期金融

の分野における商品であることから，国内C

P発行の際の販売業務の取扱業者は，金融機

関と証券会社となっている。ここで，金融機

関心、うのは，銀行，相互銀行，信用金庫，

全国信用金庫連合会，商工組合中央金庫およ

び農林中央金庫であり，金融機関が行う国内

CPの取扱業務は，販売業務(園内CPの売

買，売買の媒介，取次ぎまたは代理業務〉の

ほか発行代理業務，バックアップライン業務，

保証業務，当座勘定取引業務である。これに

対して，証券会社が行う国内CPの取扱業務

は，園内CPの発行に係る代理事務，売買，

売買の媒介，取次ぎおよび代理業務のみであ

る。

これらの国内 CPの取扱業務は，金融機関

については，国内CPの取得または譲渡は，

「銀行法」第10条第2項第5号などに規定さ

れている「金銭債権の取得又は譲渡」に該当

し，国内CPの販売の斡旋は， r銀行法」第

10条第2項桂書きの「その他銀行業に付随す

る業務」に含められるとして，付随業務と位

置づけられ，証券会社については， r証券取

引法J第43条による大蔵大臣の兼業の承認を

受けて行うことができる取扱業務と位置づけ

られている。

まえにものべたように，園内CPの発行に

際しての発行企業のディスグロージャーにつ

いては， r証券取引法」上のディスクロージ

ャーは不要であるが，国内CPの発行時の販

売に際しては， r発行体等に関する説明書」

を備えて置き，投資家に交付することになっ

ている。 r発行体等に関する説明書」の内容

は，発行企業の概要(事業の概要，営業の状

況，貸借対照表，損益計算書)，パックアッ

プラインまたは保証に関する事項などである。

なお，国内CPに対する課税については，

発行額面に応じて高くなる階級税率による印

紙税が課せられる。

国内CPの発行の際の取扱業務の取扱業者

は，このように金融機関と証券会社であるが，

流通市場においては，金融機関，証券会社と

ともに流通時の販売業務にかぎり短資業者

(外貨資金仲介業専業者を除く〉も園内CP

を取扱うことができる。

(c) 販売対象者

国内CPの販売対象者は， r金融市場の動

向等に精通した機関投資家等」にかぎられて

おり，個人は対象外になってL、る。昭和63年

8月末の圏内CPの発行残高は， 6兆 3千億

円程度であり，投資信託，特定金銭信託・フ
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アンドトラスト，農林中央金庫や全国信用金

庫連合会などのいわゆる系統金融機関，地方

銀行，相互銀行などによって保有されている

(日本経済新聞〉。

なお，園内CPの販売に際しての最低売買

単位は，一購入者ごとに l億円であり，複数

の者による共同購入は認められていない。

(d) 国内CPの償還

国内CPの償還は，償還口座を支払代行金

融機関に設定し，国内CPの呈示を受けて支

払代行金融機関から支払われるとL、う手形交

換制度を通じて行われる。

3. 国内CP市場創設の意義

国内CP市場創設の意義としては，次の 3

点があげられている。

(1) 企業に機動的，弾力的な短期資金調達

手段を提供することにより，企業の短期資金

調達手段の多様化，効率化が促進される。

(2) 内外の投資家に短期資金運用の場を提

供することにより，円の国際化にも役立つ。

(3) わが国の短期金融市場の一層の整備，

拡充に役立つ。

なお， IC Pは，わが国においては，なじ

みの薄い金融商品であり，導入前には不明な

部分もあるため，市場創設の 1年後に，その

聞の実績・経験を踏まえて，必要があれば見

直しを行うJm年報』昭和62年版，28ページ〉

ということになっている。

4. 現行国内CP市場の問題点

(1) 国内CPの発行基準

園内CP市場は，創設後9ヵ月余りたった

昭和63年8月末の残高が 6兆 3千億円程度に

まで拡大しているが，このあいだに各方面か

ら圏内CPの商品性および国内CP市場につ

いての問題点が指摘されている。まず，圏内

CPの発行基準に関連する問題点についてみ

てみよう。

(イ) 発行適格企業

まえにのべたように，現行の発行適格企業

は，上場企業のうちの無担保普通社債発行適

格企業と一般担保付社債発行企業であり，原

則としてパックアップラインの設定または金

融機関の保証を付けることになってL情。こ

れは，国内CPの商品性が，無担保で，かっ

「証券取引法」上のディスクロージャーを課

せられていないものであるから，信用秩序の

維持，および投資家保護心、うことで一定の

優良企業に限定したためである。これに対し

て，国内CPを発行することができる企業が

少なすぎる，一部の企業にとっての金融の効

率化にとどめず，国民経済的なスケールでの

金融効率化を図るということであれば，でき

るかぎり広範な企業に国内CP発行の道を聞

くということが重要であろう， としづ指摘が

ある。また，国内CPの発行の際に，原則と

して必要とされているパックアップラインま

たは保証についても，それを任意とする企業

の基準を見直し，それを必要としない企業を

多くする方向で再検討する必要があるであろ

う。通産省は，国内CPの発行を上場企業ク

ラスには認めるということで大蔵省に働きか

けてL、る， とL、うことである。

大蔵省は，国内CP市場の創設当初から考

えられていた CP専門の格付制度を導入し，

発行適格企業を拡大する方針のようである。

4月25日に日本公社債研究所は，試験的な C

Pの格付を発表し，格付制度の整備もすすめ

られている。

いずれにしても，園内CP市場の拡大，発

展のためには，ある規模の園内CP残高が市

場になければならないのであるから，信用秩

序を乱さないかぎりにおいて発行適格企業の

基準を緩和することが必要であろう。

(ロ) 期間

国内CPの最短期間は， CDの最短預入期

間とのバランスを考慮して 1ヵ月以上とされ

たが， CDの最短預入期間は昭和63年4月に

2週間以上と改正されているので， CDとの

バランスを考慮するならば， 2週間以上と短

縮じなければならないであろう。
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付額面

国内CPの最低額面は， 1憶円以上となっ

ているが，この金額を決定する際に考慮され

た一つにCDの最低発行単位および自白金利

大口定期預金の最低預入単位(当時いずれも

1億円以上〉があった。その後， CDおよび

大口定期預金の最低預入単位は，いずれも昭

和63年4月に 5千万円以上と改正されている。

そして，大口定期預金については，さらに11

月から 3千万円以上に引き下げることが予定

されている。したがって，圏内CPの最低額

面の引き下げも問題になるであろう。

(2) 国内CPの発行レート

CPの発行は，企業にとっては金融機関か

らの借り入れの金利よりも低L、金利で，無担

保で，必要に応じて機動的に短期の資金を調

達することができるという点にメリットがあ

る。

現行の圏内CPの発行レートは，公定歩合

と連動している短期プライムレートとの連動

性が強く，企業は， C Pを発行し調達した資

金を CDや自由金利の大口定期預金として運

用すると利ざやを得ることができるレートと

なっている。そこで，企業は， C Pを発行し

て調達した資金の一部を CDや大口定期預金

にして利ざやを稼ぐ動きが盛行しており，国

内CP市場は，財テク資金調達の場となって

L、る，とL、う指摘がある。

他方，現行の圏内CPレートは，機関投資

家の金利選好によってCDレートなどに連動

せざるをえなくなっており， インターバンク

市場のレートよりも高くなっている。このた

めインターバンク市場における運用者である

国内CPの販売対象者，機関投資家がインタ

ーバンク市場の金利より高い金利のCPでの

運用を積極的に行っている。

これらのことは，公定歩合に連動し，規制

されている現行の短期プライムレートと白由

な市場金利とが併存しているということによ

るものであると考えられる。

全国銀行協会連合会の会長行，三菱銀行は，

市場金利に連動する新しい短期プライムレー

トを導入すべく検討を行っている， とのこと

である。国内CPレートは，いずれこの新し

L、短期プライムレートと連動するレートにな

るのではなL、かと予想される。

(3) その他

(イ) 現行の園内CP市場への参加者は，ま

えにのべたように， C Pの発行者は優良な発

行適格企業にかぎられており，また CPの販

売対象者は「金融市場の動向等に精通した機

関投資家等」にかぎられ，取扱業者もかぎら

れている。そこで，国内CP市場は，市場へ

の参加者がかぎられているから，真のオープ

ン市場とはし、えず，また国内CPは，真のオ

ープン市場の商品であるとはL、えなL、，とい

う指摘がある。まえにのべた国内CP発行適

格企業の範囲を拡げるということだけでなく，

販売対象者，取扱業者の層も拡げることが必

要であろう。

(ロ) 現行の国内CPにかかる印紙税は，額

面に応じた階級税率になっているが，企業の

あいだでは税負担が重く機動的な CPの発行

が難しいとしづ指摘が多く，コスト軽減のた

め定額税率に改正することが要望されている。

以上が現行の国内CPの商品性および国内

CP市場について話題となっている問題点で

ある。

まえにのべたように， C Pは，企業等が無

担保で，短期の資金を調達するために発行さ

れるものであるから， C P市場は，短期貸出

市場と競合することになる。したがって，国

内CP市場の発達は，わが国における金融機

関の短期貸出，短期貸出金利に影響を与える

ことになる。すでに，金融界では市場金利に

連動する新しい短期プライムレートの導入が

検討されている。また， C Pは，企業等の無

担保での短期資金の調達手段であるから，有

担保主義をとってきたわが国の貸出および社

債の発行にも影響を与えることになる。
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〈昭和63年9月3日〉

(昭和63年9月16日に(財)企業活力研究所は

「我が国CP市場の健全な発展に向けて」と題
してCP市場の改善に関する産業界の提言を発

表している〉

E 新勤労者財産形成促進制度

勤労者財産形成促進制度は，昭和46年 6月

1日に制定された f勤労者財産形成促進法」

(法律第四号〉に基づいて設けられた制度で

あるが，昭和62年 9月26日法律第 100号にお

いて法律が改正され，そして昭和63年4月1

日(勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置

については昭和62年10月1日〉から施行され

て新たな制度が発足することになった。

今回の主な改正点は，第1に新たに勤労者

財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形

成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄〉制度が設けられ

たこと，第2に一般財形貯蓄，財形年金貯蓄，

財形住宅貯蓄，財形給付金，第一種財形基金

給付金の各種の契約に損害保険契約が追加さ

れ，これらの財形の取扱機関として損害保険

会社が加わったこと，第3に利子所得等の非

課税制度が改正されたことである。

ここでは，これらの改正点について整理し

ておくことにする。なお，従来からの各種の

財形制度については，拙著『金融の基礎論』

(泉文堂，昭和62年 6月15日〉を参照された

L、。
1. 財形住宅貯蓄制度

財形住宅貯蓄制度は， 55歳未満の勤労者が

締結するつぎの 3種類の勤労者財産形成住宅

貯蓄契約に基づく財形住宅貯蓄からなってい

る。

(1) 金融機関等との預貯金等の預入等に関

する契約で， (イ) 5年以上の期間にわたって

定期に，当該契約に基づく預入等に係る金銭

の払込みをするものであること， ('ロ) 預貯金

等およびこれに係る利子等の金銭の全部また

は一部は，持家としての住宅の取得のための

対価の全部もしくは一部でその取得の時に支

払われるもの(頭金等〉の全部もしくは一部

の支払，または持家としての住宅の取得のた

めに必要なその他の金銭の支払に充てられる

ものであること，け預貯金等およびこれに

係る利子等については，当該勤労者が死亡し

た場合などを除き，これらの払出し，譲渡ま

たは償還をしないこととされていること， (斗

持家としての住宅の取得のための対価から頭

金等を控除した残額に相当する金額がある場

合には，当該勤労者が，その金額の金銭の支

払を，その勤労者を雇用する事業主， もしく

は当該事業主が構成員となっている法人であ

る事業主団体など(事業主等〉から貸付けを

受けて支払う方法，その他，当該金融機関等

から貸付けを受けて支払う方法などにより行

うことを予定している旨が明らかにされてい

るものであること， ~村 預入等の払込みは，

事業主が当該勤労者に支払う賃金から控除し，

その勤労者に代わって行うか，または当該勤

労者が財形給付金もしくは財形基金給付金に

係る金銭により行うものであること， という

要件を満たした契約に基づく財形住宅貯蓄

(第6条第4項第1号〉。

(2) 生命保険会社等との生命保険契約等で，

(イ) 5年以上の期間にわたって定期に，当該

契約に基づく保険料または共済掛金の払込み

をするものであること， (1ロ) 生命保険の保険

期間または生命共済の共済期間は， 5年以上

であること，付被保険者または被共済者が

保険期間または共済期間の満了の日に生存し

ている場合に支払われる保険金または共済金

に係る金銭の全部または一部は，頭金等の全

部もしくは一部の支払，または持家としての
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住宅の取得のために必要なその他の金銭の支

払に充てられるものであること， (ニ) 保険金

または共済金の支払は，付に定めるもののほ

か，被保険者または被共済者が保険期間また

は共済期間中に災害，不慮の事故で死亡した

場合にかぎり行われるものであること， 6村

災害，不慮の事故で死亡した場合に支払われ

る保険金または共済金の額は，政令で定める

額以下の額とされていること，付持家とし

ての住宅の取得のための対価から頭金等を控

除した残額に相当する金額がある場合には，

当該勤労者が，その金額の金銭の支払を事業

主等から貸付けを受けて支払う方法，その他，

当該生命保険会社等から貸付けを受けて支払

う方法などにより行うことを予定している旨

が明らかにされているものであること， (ト)

被保険者，被共済者と刊に定める保険金，共

済金その他の金銭の受取人とが，共に当該勤

労者であること， (f-) 剰余金の分配または割

戻金の割戻しは，利差益に係る部分にかぎり

行われるものであること， (リ) 保険料または

共済掛金の払込みは，事業主が当該勤労者に

支払う賃金から控除し，その勤労者に代わっ

て行うか，または当該勤労者が財形給付金も

しくは財形基金給付金に係る金銭により行う

ものであること， とL、う要件を満たした契約

に基づく財形住宅貯蓄(第6条第4項第2号〉。

(3) 損害保険会社との損害保険契約で， (イ)

5年以上の期間にわたって定期に，当該契約

に基づく保険料の払込みをするものであるこ

と， (1ロ) 損害保険の保険期間は， 5年以上で

あること，付満期返戻金に係る金銭の全部

または一部は，頭金等の全部もしくは一部の

支払，または持家としての住宅の取得のため

に必要なその他の金銭の支払に充てられるも

のであること， ~二) 保険金の支払は，付に定

めるもののほか，被保険者が保険期間中に災

害，不慮の事故で死亡した場合にかぎり行わ

れるものであること， 6村災害，不慮、の事故

で死亡した場合に支払われる保険金の額は，

政令で定める額以下の額とされていること，

(サ 持家としての住宅の取得のための対価か

ら頭金等を控除した残額に相当する金額があ

る場合には，当該勤労者が，その金額の金銭

の支払を事業主等から貸付けを受けて支払う

方法，その他，当該損害保険会社等から貸付

けを受けて支払う方法などにより行うことを

予定している旨が明らかにされているもので

あること， (ト) 被保険者と満期返済金その他

の金銭の受取人とが，共に当該勤労者である

こと，開剰余金の分配l土，利差益に係る部

分にかぎり行われるものであること， (リ) 保

険料の払込みは，事業主が当該勤労者に支払

う賃金から控除し，その勤労者に代わって行

うか，または当該勤労者が財形給付金もしく

は財形基金給付金に係る金銭により行うもの

であること， とL、う要件を満たした契約に基

づく財形住宅貯蓄(第6条第4項第3号〉。

2. 損害保険会社が取扱う財形

損害保険会社は， 1でのべた財形住宅貯蓄

のほか，つぎの 4種類の財形をも取扱うこと

ができる。

(1) 一般財形貯蓄

損害保険会社 (1保険業法」または「外国保

険事業者に関する法律」の規定により免許を

受けた損害保険会社または外国損害保険事業

者をいう〉との損害保険に関する契約で， (イ)

3年以上の期間にわたって定期に，当該契約

に基づく保険料の払込みをするものであるこ

と， (iロ) 損害保険の保険期間は， 3年以上で

あること，付保険金の支払は，被保険者が

保険期間中に災害，不慮の事故で死亡した場

合にかぎり行われるものであること， Gニ) 被

保険者と満期返戻金受取人とが，共に当該勤

労者であること， 6村剰余金の分配は，利差

益に係る部分にかぎり行われるものであるこ

と，付分配が行われた剰余金は，保険金，

満期返戻金の支払の日まで据え置くこととさ

れていること， (ト) 保険料の払込みは，事業

主が当該勤労者に支払う賃金から控除し，そ
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の勤労者に代わって行うか，または当該勤労

者が財形給付金もしくは財形基金給付金に係

る金銭により行うものであること， という要

件を満たした契約に基つやいて，損害保険会社

は，一般財形貯蓄を取扱うことができる(第

6条第1項第2号の 2)。

(2) 財形年金貯蓄

損害保険会社との損害保険契約で， (イ) 当

該契約に基づく保険料の払込みは，年金支払

開始日の前日までの聞に 5年以上の期間にわ

たって定期に行うものであること， (ロ) 年金

の支払は，年金支払開始日以後に， 5年以上

の期間にわたって定期に行われるものである

こと，け保険金，満期返戻金などの支払は，

年金の支払のほか，年金支払開始目前におい

て被保険者が死亡した場合にかぎり行われる

ものであること， (;二) 年金支払開始目前に死

亡した場合に支払われる保険金の額は，政令

で定める額以下の額とされていること， ~村

被保険者と年金受取人とが，共に当該勤労者

であること， Eサ剰余金の分配は，利差益に

係る部分にかぎり行われるものであること，

(ト) 保険料の払込みは，事業主が当該勤労者

に支払う賃金から控除し，その勤労者に代わ

って行うか，または当該勤労者が財形給付金

もしくは財形基金給付金に係る金銭により行

うものであること，とLづ要件を満たした契

約に基づいて，損害保険会社は，財形年金貯

蓄を取扱うことができる(第6条第2項第3

号〉。

(3) 財形給付金

事業主が勤労者の過半数で組織する労働組

合(ない場合は勤労者の過半数を代表する

者〉との書面による合意に基づいて損害保険

会社 (1保険業法」の規定による免許を受け

た損害保険会社〉と締結した勤労者を被保険

者および満期返戻金受取人とする損害保険

(剰余金の分配が利差益に係る部分にかぎり

行われる損害保険〉に関する契約で， (イ) 保

険料の払込みに充てられる金銭は，当該事業

主がその全額を拠出するものであること， (iロ)

損害保険の被保険者および満期返戻金受取人

とされる勤労者は，当該契約における事業場

の勤労者で，事業主が保険料の払込みを行う

日以前に 1年間を通じて一般財形貯蓄，財形

年金貯蓄，財形住宅貯蓄を有していた者とす

ること，付 保険料の払込みは，勤労者一人

当り 1年につき10万円を超えない一定の金額

により，毎年，一定の時期に行うものである

こと， c斗剰余金は，保険料の払込みに充て

ることとされていること，体o 7年ごとに当

該勤労者のために払込みが行われた保険料

(剰余金による保険料を含む〉に係る給付金

の全額が，一時金として支払われるべきこと

とされていること， とし、う要件を満たして労

働大臣の承認を受けた契約に基づいて，損害

保険会社は，財形給付金を取扱うことができ

る(第6条の 2)。

(4) 第一種財形基金給付金

第一種財形基金契約の内容は，財形給付金

契約の締結における主体が事業主であるのが，

法人である勤労者財産形成基金(財形基金〉

となっているわ、うこと以外は，財形給付金

契約とほぼ同じである。

財形基金が，その構成員である勤労者の財

産形成に寄与するため，損害保険会社と締結

した当該勤労者を被保険者および満期返戻金

受取人とする損害保険(剰余金の分配が利差

益に係る部分にかぎり行われる損害保険〉に

関する契約で， (イ) 保険料の払込みは，当該

財形基金がその全額について行うものである

こと， (ロ) 当該勤労者は，財形基金が保険料

の払込みを行う日以前に 1年間を通じて一般

財形貯蓄を有していた者とすること，付保

険料の払込みは，勤労者一人当り財形基金の

一事業年度につき10万円を超えない範囲内に

おいて当該財形基金の規約で定める金額によ

り，毎事業年度，当該規約で定める時期に行

うものであること， Gニ)剰余金は，保険料の

払込みに充てることとされていること，帥 7
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年ごとに当該勤労者のために払込みが行われ

た保険料(剰余金による保険料を含む〕に係

る給付金の全額が，一時金として支払われる

べきこととされていること， とL、う要件を満

たして労働大臣の承認を受けた契約に基づい

て，損害保険会社は，第一種財形基金給付金

を取扱うことができる(第6条の 3第 2項〉。

3. 利子所得等の非課税制度の改正

改正前においては， 1勤労者が勤労者財産

形成貯蓄契約等に基づく預入等をした場合又

は勤労者が一時金として財産形成給付金若し

くは財産形成基金給付金の支払を受けた場合

には，租税特別措置法で定めるところにより，

その者に対する所得税の課税について特別の

措置を講ずるJ(旧第8条〉と規定され， 1租

税特別措置法」第4条の 2によって一般財形

貯蓄，第4条の 3によって財形年金貯蓄は，

合計して元本500万円を限度として利子所得

等が非課税とされ，また第29条の 2によって

勤労者が受ける財形給付金，財形基金給付金

は，一時所得とされ，優遇措置がとられてい

た。これに対して，昭和62年7月31日に国会

に提出された政府の「所得税法等の一部を改

正する法律案」は， 1租税特別措置法」第4

条の 2および第4条の 3について，一般財形

貯蓄，財形年金貯蓄非課税制度を廃止し，財

形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の元本 500万

円までの利子所得等については，一定の手続

により， 3.75%の税率による源泉徴収によっ

て他の所得と分離して課税する特例を設ける，

とLづ内容のものであった。しかし，審議の

結果，この3.75%の税率による源泉分離課税

は修正され，財形住宅貯蓄および財形年金貯

蓄の元本 500万円までの利子所得等について

は非課税となった (1所得税法等の一部を改

正する法律」第9条，昭和62年 9月26日，法

律第96号〉。これにともない「租税特別措置

法」第4条の 2は， 1勤労者財産形成住宅貯

蓄の利子所得等の非課税」を規定する条文に

改正され，また第4条の 3は， 1勤労者財産

形成年金貯蓄の利子所得等の非課税」を規定

する条文として残された。

なお，財形年金貯蓄について郵便貯金また

は生命保険もしくは損害保険の保険料，生命

共済の共済掛金もしくは郵便年金の掛金の場

合の最高限度額は 350万円となっている(第

4条の 3第7項第1号〉。

ところで，政府は， 1所得税法等の一部を

改正する法律案」とともに「地方税法の一部

を改正する法律案」も提出した。この「地方

税法の一部を改正する法律案」においては，

道府県民税(都民税を含む〉として利子割を

創設し，財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄に

係る利子，収益の分配または差益は，課税対

象とし，利子割の税率は 5%であるが，特例

として税率1.25%課税するということになっ

ていた。しかし，これも修正され，財形住宅

貯蓄および財形年金貯蓄に係る利子所得等に

ついては，道府県民税の利子割を非課税とす

ることになった (1地方税法」第23条第1項第

3号の 2，第14号イ〕。

こうして， 1勤労者財産形成促進法」の第

8条は， 1勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄

契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に

基づき預入等若しくは保険料等の払込みをし

た場合又は勤労者が一時金として財産形成給

付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受

けた場合には，租税特別措置法(昭和32年法

律第26号〉及び地方税法〔昭和25年 法 律 第

226号〉で定めるところにより，その者に対

する所得税及び道府県民税〔都民税を含む〉

の課税について特別の措置を講ずる」という

ように改正された。

以上のように，財形年金貯蓄および財形住

宅貯蓄の利子所得等についての所得税および

道府県民税は非課税になったが，勤労者財産

形成貯蓄契約に基づく一般財形貯蓄の利子所

得等は，課税対象になった。

したがって，一般財形貯蓄の利子所得等に

ついては， 1所得税法」第182条第1項第1号
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に規定されている税率15%の所得税が源泉徴

収され，また「地方税法」第71条の 6第1項

の規定により利子割の税率 5%の道府県民税

が特別徴収されることになった。なお，一般

財形貯蓄契約，財形年金貯蓄契約，財形住宅

貯蓄契約における生命保険の保険料，生命共

済の共済掛金，郵便年金の掛金には「所得税

法」第76条第1項の生命保険料控除は適用さ

れず，また損害保険の保険料には同法第77条

第1項の損害保険料控除は適用されない(1租

税特別措置法」第4条の 4第2項〉。

以上が昭和62年9月26日に改正された「勤

労者財産形成促進法」の主な改正点であり，

昭和63年4月1日から施行され，新たな勤労

者財産形成促進制度が発足した。

E 新少額貯蓄，新郵便貯金，新少額

公債利子非課税制度

昭和62年9月26日の「所得税法等の一部を

改正する法律J (法律第96号〉によって，利

子所得等の少額貯蓄非課税制度(マル優〉お

よび郵便貯金非課税制度は廃止され，新たに

老人等に対する利子所得等の少額貯蓄非課税

制度(新マル優〉および郵便貯金非課税制度

が設けられ，また，同法律によって「租税特

別措置法」の一部も改正され，少額公債の利

子非課税制度(特別マル優〉も廃止され，新

たに老人等に対する少額公債の利子非課税制

度が設けられ，いずれも昭和63年4月1日か

ら施行されている。

ここでは，これらの新非課税制度について

概説しておくことにする。

1. 老人等に対する少額貯蓄非課税制度

3つの新非課税制度の対象者で、ある老人等

の範囲は， (イ) 圏内に住所を有する個人で，

年齢65歳以上である者， (lロ) 1国民年金法」

において遺族基礎年金を受けることができる

妻である者，付 同法において寡婦年金を受

けることができる妻である者， (:工) 1身体障

害者福祉法」において身体障害者手帳の交付

を受けている者， ~村 その他政令で定める者

(1所得税法施行令」第30条の 3において，さ

らに大蔵省令で定める者として「所得税法施

行規則」第3条の 3において細かく規定され

ている〉であって，これらを「老人等」とし

ている。

老人等に対する少額貯蓄非課税制度とは，

国内に住所を有する個人で，老人等である者

が，金融機関，その他の預貯金の受入れをす

る者または証券業者の営業所等において，預

貯金，合同運用信託または有価証券の預入，

信託または購入(預入等〉をする場合に，そ

の預入等の際，その預貯金，合同運用信託ま

たは有価証券について，非課税貯蓄申込書お

よび非課税貯蓄申告書を提出し，合わせて老

人等に該当することを証明する公的書類(住

民票の写し，年金手帳，身体障害者手帳など〉

を提示するとしづ手続をとり，元本の合計額

が300万円を超えない場合には，預貯金の利

子，合同運用信託の収益の分配，有価証券の

利子または収益の分配などの利子所得等に所

得税を課さない，としづ非課税制度である

(1所得税法」第10条〉。

2. 老人等に対する郵便貯金非課税制度

つぎに，老人等に対する郵便貯金非課税制

度というのは，国内に住所を有する個人で，

老人等である者が，郵便貯金の受入れの取扱

いをする郵便局において郵便貯金の預入をす

る場合に，その預入の際，その郵便貯金につ

いて，非課税郵便貯金申込書を提出し，合わ

せて老人等に該当することを証明する公的書

類を提示するとLづ手続をとり，郵便貯金の

元本の合計額が 300万円を超えない場合には，

その郵便貯金の利子所得に所得税を課さない，

とLづ非課税制度である (1所得税法」第9

条の 2)。

3. 老人等に対する少額公債利子非課税制

度

老人等に対する少額公債利子非課税制度と

は，国内に住所を有する個人で，老人等であ
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る者が，証券業者または金融機関の営業所等

(郵便局を含む〕において，国債および地方

債で政令で定めるもの(公債〉を購入する場

合に，その購入の際，その公債について，特

別非課税貯蓄申込書および特別非課税貯蓄申

告書を提出し，合わせて老人等に該当するこ

とを証明する公的書類を提示するとLづ手続

をとり，その公債について保管の委託をし，

また登録を受けており，額面金額の合計額が

300万円を超えない場合には，公債の利子に

所得税を課さない， とL、う非課税制度である

(1租税特別措置法」第4条〉。

以上，新たな少額貯蓄，郵便貯金，少額公

債利子の非課税制度について概説してきたが，

これらの制度における利子所得等については，

道府県民税の利子割も非課税となっている

(1地方税法」第23条第1項第14号イ〉。

以上のように，少額貯蓄，郵便貯金，少額

公債の利子所得等についての所得税および道

府県民税の非課税は，老人等である者にかぎ

られることになった。したがって，老人等以

外の，そして Eにおいてのぺた財形年金貯蓄

および財形住宅貯蓄以外の預貯金等を行って

L、る園内に住所を有する者は，すべてその預

貯金等の利子所得等に対して税率15%の所得

税 (1所得税法」第182条〕および税率 5%の

道府県民税 (1地方税法」第71条の 6)が，

他の所得と分離して課税されることになった。

また，証券投資信託の収益の分配に係る配

当 (1租税特別措置法」第8条の 2)および

利子所得とされていない定期積金，相互掛金，

抵当証券，金貯蓄口座，外貨建定期預金，一

時払い養老保険，一時払い損害保険などの金

融類似商品に係る給付補てん金，利息，利益

または差益など (1所得税法J第174条第3号

から第8号〉の収益についても，他の所得と

分離して税率159ぢの所得税および税率 5%の

道府県民税が課税されることになった (1租

税特別措置法」第41条の11第1項〉。

なお，割引金融債の償還差益に対する分離

課税は，税率が16%から18%に引き上げられ

た(同法第41条の12第1項〉。

W CD， MMC，大口定期預金，円建

BAについての一部改正

1. 譲渡性預金 (CD) 

(の CDの最低発行単位は，昭和60年4月

1日以降，券面一枚当たり 3億円以上から 1

億円以上に引き下げられ， 3年間据え置かれ

ていたが，昭和63年4月4日からは 5千万円

以上に引き下げられた。

(ロ) 預入期間については，昭和61年4月1

日以来， 2年間， 1ヵ月以上 1年以内であっ

たが，昭和63年4月4日からは， 2週間以上

2年以内と改正された。また， 2年もののC

Dについては，他の定期預金と同様に，預入

期間 1年が経過した日に，約定利率による中

間利払を行うこととされた((イ)， (1ロ)1譲渡性

預金の取扱いについてj，昭和63年3月11日，

蔵銀第400号〉。

付発行限度は，昭和62年10月 5日から

「各金融機関の発行残高については，当分の

問，限度を設けなし、」と改正され，当分の間，

撤廃ということになっている(昭和62年6月

17日，蔵銀第1286号〉。

2. 市場金利連動型預金 (MMC)
MMCの一口の受入単位は，昭和62年4月

1日から 2千万円に引き下げられたが，さら

に同年10月5日からは 1千万円に引き下げら

れ，同時に，受入限度は撤廃された (1市場

金利連動型預金の取扱いについてj，昭和62

年 6月17日，蔵銀第1285号〉。

3. 自由金利大口定期預金

(イ) 自由金利大口定期預金の最低預入金額

は，昭和62年4月1日以来，据え置かれてい

た1億円以上から，昭和63年4月4日に 5千

万円以上と改正された (1預入金額が 5千万

円以上の定期預金等の取扱いについてj，昭

和63年3月11日，蔵銀第401号〉。さらに，昭

和63年11月7日からは 3千万円以上に引き下
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げられることが 9月2日の日本銀行の政策委

員会で決定されている。なお，大蔵省は， 8 

月5日に大口定期預金の最低預入金額を昭和

64年春に 2千万円，昭和64年秋には 1千万円

にまで引き下げること，合わせて昭和64年春

には小口預金金利の自由化に踏み出せるとの

見通しを示してL喝。

(口) 預入の期間は，昭和60年10月1日の導

入以来， 3ヵ月以上2年以下とされていたが，

昭和62年10月5日からは 1ヵ月以上2年以下

と改正された(昭和62年6月17日，蔵銀第12

84号〉。

4. 円建銀行引受手形(円建BA)

円建BAの期間は，昭和60年6月1日の導

入のときは， 1船積後6ヵ月に郵便日数を加

えた期日以前に満期日が到来するもの」とな

っていたが，昭和62年5月14日からは船積後

1年に拡大され，そして円建BAの売却単位

は， 1億円以上から 5千万円以上に引き下げ

られた (1円建銀行引受手形の取扱いについ

てJ，昭和62年4月30日，蔵銀第841号〉。ま

た，円建BAに対する印紙税は，額面に比例

して高くなる階級税率が適用されていたが，

昭和62年9月26日の「印紙税法」の改正によ

って 200円の定額税率が適用されることにな

った。

V 相互銀行の普通銀行への転換

昭和26年6月の「相互銀行法」に基づく相

互銀行は，現在68行ある。この68行を会員と

する全国相互銀行協会(相銀協〉は，これま

で，昭和54年7月には相互銀行から「相互」

の二文字をとる商号変更を大蔵省に要望し，

また昭和59年5月には全行の普遇銀行への一

斉転換を大蔵省に要請したが，いずれも一部

会員行の不詳事や反対によって挫折し，実現

されなかった。そして，昭和63年3月に同協

会は，普通銀行への個別転換を大蔵省に要請

した。

他方，大蔵大臣の諮問機関である金融制度

調査会は，昭和60年9月26日に専門金融機関

制度をめぐる問題点を広範に，かつ専門的な

観点から研究・整理するために「専門金融機

関制度をめぐる諸問題研究のための専門委員

会Jの設置を決定し，同専門委員会は， 2年

間にわたって「金融の自由化・国際化の進展

がわが国の金融制度にもたらす問題，専門金

融機関制度の沿草および現状，諸外国の金融

制度改草の状況等について」審議をかさね，

昭和62年12月4日に「専門金融機関制度のあ

り方について」とL寸報告書をまとめ，大蔵

大臣に提出した。この報告書は，序論，第1

編，第2編，第3編(参考資料〉からなって

L、るが，第2編第4章において相互銀行制度

について， (1) 相互銀行の位置づけ， (2) 相

互掛金， (3) 相互銀行の普銀転換， としてと

りまとめてし喝。その後，金融制度調査会金

融制度第一委員会は，これをもとにして相銀

業界のほか中小企業者，消費者などの意見を

聴取しつつ審議をすすめ，昭和63年5月19日

に「相互銀行制度のあり方について」という

報告書をまとめ，金融制度調査会は， 6月9

日に大蔵大臣に答申した。この報告書は，

「相互銀行制度にかかる状況の変化及び今後

急速に進展するであろう金融の自由化・国際

化を考えると，相互銀行のうち普通銀行への

転換を希望するものについては， 1金融機関

の合併及び転換に関する法律J(昭和43年6

月1日法律第86号，以下「合併転換法」とL、

う〉の規定に従L、，これを認めていくことが

適切で、あると考える。他方，今後とも相互銀

行としての業務を行いたいと希望するものに

ついては，その経営判断が尊重されるべきも

のと思われる」とし， 1合併転換法」による

転換に当たっては， とくに1(1) 金融の効率

化及び金融秩序の維持， (2) 中小企業金融へ

の配慮、， (3) 普通銀行業務の的確な遂行」の

3点に留意すべきである， としている。

大蔵省は，この金融制度調査会の答申を受

けて， 7月1113に「相互銀行の普通銀行転換



国内金融の改変 195 

について」とLづ銀行局長通達を各財務(支〉

局長，沖縄総合事務局長あてに発出した(蔵

銀第1430号〕。通達は，答申において示され

た「合併転換法」による転換に当たって留意

すべき 3点を転換認可の審査に当たっての基

本的な考え方として示し，各相互銀行におい

ては，転換に当たり，転換計画書の株主総会

における承認など種々の準備を要すると見込

まれるため，あらかじめ内認可の申請手続を

とるものとし，内認可の申請は， 所管財務

〈支〕局において 8月29日に受付を開始すると

している。そして，内認可の手続，転換の手

順が示されている。それによると，

(1) 事前準備 内認可の申請までの間に各

行において準備すべきこと

① 資本金基準の達成

①新商号の決定

③ 転換スケジューノレの決定

④ 転換計画書，事業計画書等の申語書類

の作成

⑤ 転換について顧客，職員，株主等の理

解を得ること

(2) 内認可申請の諸手続き

(3) 内認可申請の受理

(4) 内認可の審査・内認可

(5) 株主総会の開催 内認可後株主総会を

開催し，転換計画書の承認等を得ること

が必要

(6) 本認可の申請・本認可

ということになっている。

こうして，相互銀行の普通銀行への転換が

認められることになり，その具体的な日程が

確定された。

相銀協は，まえに記したように，昭和62年

12月の金融制度調査会専門委員会の「専門金

融機関制度のあり方について」の答申がでた

後に，それまで認可時期の違いによって個別

の相互銀行に有利，不利が生じることを避け

るということを考慮、して一斉転換を要請して

いたのを，各行ごとに転換準備の状況が異な

っていることから，昭和63年3月に普通銀行

への転換を希望する相互銀行から個別に転換

すると L、う個別転換を大蔵省に要請した。

ついで， 6月9日の金融制度調査会の「相

互銀行制度のあり方についてJの答申が提出

されるにおよび，相銀協においては，相互銀

行の普通銀行への転換のスケジュールについ

ての検討が行われ，昭和64年の 2月， 4月，

8月転換の 3つのパターンを参考例として提

示し， 7月11日の通達後， 13日に昭和64年2

月， 4月， 8月の 3段階で普通銀行に転換す

るというスケジュール方針を決定した。また，

相銀協は，内認可申請書などのひな型の作成，

申請の諸手続きの指導などを行っている。こ

うして，普通銀行への転換を希望する相互銀

行は，それぞれ転換希望日に向けて転換準備

をすすめることになった。

内認可申請の受付開始日 8月29日に昭和64

年2月の転換第一障を希望する52行が申請を

済ませた。新聞報道によれば，大蔵省は「こ

の52行については普通銀行業務の遂行能力が

あるとして10月下旬に内認可を与える見通

し」ということである。そして，相銀協は，

申請行の希望により転換第一障の臨時株主総

会を原則12月21日に一斉に聞くことをきめ，

各申請行に通知している。

こうして，昭和64年2月には，新しい普通

銀行が52行誕生することになる，ということ

が予定されている。

なお，日本経済新聞のアンケート調査によ

れば，昭和64年4月転換予定が12行，調査時

点では未決定が4行となっている。

(昭和63年10月2日〉




